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※議案第８６号から８８号については資料なし 
 



 

 
 

 

（議案第６９号）  

 

杉並区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

このたび、デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化等の国内外の

経済社会情勢の変化に対応するため「国家公務員等の旅費に関する法律」の

一部が改正され、国家公務員の旅費制度が見直されたことを踏まえ、区にお

いても、職員の旅費制度を見直すこととした。  

このことに伴い、職員に支給する旅費の種目及びその内容を改める等の必

要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１  内国旅行における近接地内及び近接地外の区分を廃止すること等とする。

（目次及び第２条並びに改正前の第１３条、第１４条、第１６条及び別表

第１）  

２  旅費の種目について、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われ

る費用として包括宿泊費を加え、食卓料を廃止するとともに、定額により

支給している宿泊料、移転料、着後手当に係る旅費について、条例の規定

により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を支給額

とすること等とする。（改正後の第６条、第２章及び第３章並びに改正前

の別表第２及び別表第３）  

３  その他必要な規定の整備を行う。（第３条及び第４条並びに改正後の第

７条）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和８年４月１日から施行する。（附則第１項）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２項から第４項まで及び第１５項）  

３  杉並区長等の給与等に関する条例、杉並区議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例、杉並区教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関する条例、杉並区監査委員の給与等に関する条例、杉並区非

常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、杉並区行政委員会の委員の報

酬及び費用弁償に関する条例、杉並区議会等の求めにより出頭した者及び

公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例、杉並区選挙長等の報酬及び



 

費用弁償に関する条例、杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関

する条例及び杉並区建築審査会条例の一部改正（附則第５項から第１４項

まで）  

それぞれ、杉並区職員の旅費に関する条例と同様の改正を行うことと

する。  

 

 

 

【問合せ先】  

人事課  内線１５２１  

 



                           

 

 

（議案第７０号）  

 

杉並区事務手数料条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

建築基準法の規定により、既存不適格建築物について、大規模の修繕等を

行う場合は、現行基準への適合が求められているところである。  

このたび、既存建築物の活用を図るため、建築基準法施行令の一部が改正

され、屋根等以外の部分に係る大規模の修繕等を行う場合は、屋根等の構造

に係る現行基準への適合を求めないこと等とされたことに伴い、杉並区事務

手数料条例で引用している同令の条項が改められた。  

このことに伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を

提出する。  

 

＜改正の概要＞  

 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料及び

既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料の規定で引用し

ている建築基準法施行令の条項を改める。（別表第１の１２２の６の項及び

１２２の７の項）  

 

＜実施の時期＞  

 公布の日  

 

 

 

   【問合せ先】       

建築課  内線３３２１  



                            

 

 

（議案第７１号）  

 

杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞ 

区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、杉並区立下高井戸

おおぞら公園にスポーツコートを設置することとし、同園の全面開園に併せ、

指定管理者制度を導入することとした。 

 このことに伴い、下高井戸おおぞら公園スポーツコートの利用料金を定める

等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞ 

１ 下高井戸おおぞら公園スポーツコートの名称及び位置を定める。（別表第

２） 

２ 下高井戸おおぞら公園スポーツコートの利用料金を定める。（別表第４） 

 

＜実施の時期等＞ 

１ 令和８年１０月１日から施行する。（附則第１項） 

２ 必要な準備行為及び経過措置について定める。（附則第２項及び第３項）  

 

 

 

【問合せ先】          

スポーツ振興課 内線１６７１ 



                              

 

（議案第７２号） 

 

杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区では、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等について、内閣府令で定

める基準に従うこと等により、条例で定めているところである。  

このたび、基準府令の一部が改正され、母子保健法の規定により区市町村が

乳幼児健康診査を行った場合であって、その内容が家庭的保育事業所等におい

て行われる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康

診断の全部又は一部を行わないことができることとされた。 

また、児童福祉法の一部が改正され、家庭的保育事業等に従事する者による

虐待が通告義務の対象とされたことに伴い、基準府令において虐待等の禁止に

係る規定で引用されている同法の条項が改められた。 

これらのこと等に伴い、基準府令と同様の改正を行う必要があるため、この

条例案を提出する。  

なお、関連する４件の条例について、条建てで改正することとする。  

 

＜改正の概要＞  

１ 第１条による杉並区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正  

（１）虐待等の禁止に係る規定で引用している児童福祉法の条項を改める。

（第１３条）  

（２）家庭的保育事業者等は、乳幼児に対する健康診査の内容が健康診断の全

部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部又は一

部を行わないことができること等とする。（第１７条） 

２ 第２条による杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部改正  

虐待等の禁止に係る規定で引用している児童福祉法の条項を改めること等   

とする。（第２５条及び第５０条） 

３  第３条による杉並区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条



 

 

例の一部改正  

  前記１（１）と同様の改正を行う。（第１４条）  

４ 第４条による杉並区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す

る条例の一部改正  

前記１（１）と同様の改正を行う。（第１３条）  

 

＜実施の時期＞ 

 公布の日  

 

 

 

【問合せ先】  

保育課    内線１３７１  

児童青少年課 内線４４０１  



                           

 

 

（議案第７３号）  

 

杉並区立公園条例の一部を改正する条例 

 

＜改正の趣旨＞ 

 区は、杉並区立下高井戸おおぞら公園の全面開園に併せ、同園に駐車場を設

置するとともに、指定管理者制度を導入することとした。  

 また、区は、現在、杉並区立荻
てき

外荘公園について、和室の貸出しを行ってい

ないところであるが、来園者のニーズに合わせて、荻外荘全体を引き続き多く

の方が観覧できる施設とするため、今後も和室の貸出しを行わないこととした。 

 これらのことに伴い、下高井戸おおぞら公園駐車場の利用料金を定める等の

必要があるため、この条例案を提出する。 

 

＜改正の概要＞ 

１ 下高井戸おおぞら公園駐車場の利用料金を定める。（別表第６）  

２ 荻外荘公園和室の利用料金に係る規定を削除する。（別表第６）  

 

＜実施の時期＞ 

令和８年１０月１日。ただし、前記２については、公布の日  

 

 

 

【問合せ先】         

みどり公園課 内線３５７１ 



            

 

 

（議案第７４号）  

 

杉並区立学校設置条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設マネジメント計画」に基づき、杉並区立富士見丘

中学校について、改築工事の期間中、富士見丘小学校移転後の空き校舎を仮

校舎として活用していたが、このたび、当該改築工事が終了することに伴い、

新校舎に移転することとした。  

このことに伴い、富士見丘中学校の位置を変更する必要があるため、この

条例案を提出する。  

  

＜施設の概要＞  

名称  杉並区立富士見丘中学校  

位置  杉並区久我山二丁目２０番１号  

敷地面積  ９，２９８．９２㎡  

建築面積  ２，７７３．６６㎡  

延床面積  
６，６２０．０３㎡のうち、  

富士見丘中学校部分６，４４９．３０㎡  

構造  
鉄筋コンクリート造、一部プレストレストコンクリート造  

地上４階建て  

施設内容  
普通教室、音楽室、美術室、理科室、技術室、アリーナ、

職員室、プール等  

 

＜改正の概要＞  

富士見丘中学校の位置を「杉並区上高井戸二丁目１６番１３号」から「杉

並区久我山二丁目２０番１号」に改める。（別表）  

 

＜実施の時期＞  

令和８年４月１日  

 

 

 

【問合せ先】  

学校整備課  内線１６８１  



（議案第７５号） 
 

杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結について 
 

件 名 杉並区立中瀬中学校管理教室棟解体工事の請負契約の締結について 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契 約 の 相 手 方 
立川市柴崎町三丁目１３番１９号 
株式会社 エコワス   
代表取締役 森屋 光石 

契 約 の 金 額  ２２８，８００，０００円 

契 約 の 目 的  杉並区実行計画に基づき進めている中瀬中学校の改築にあたり、校庭

を整備するため、既存の管理教室棟を解体する。 

工 事 概 要 

既存の管理教室棟の解体工事を行う。 

〇解体工事 

  ・敷地面積  11，729.08㎡ 

  ・構  造  鉄筋コンクリート造 

  ・階  数  地上 4階建て 

  ・延床面積  3,943㎡ 

以下の撤去工事を含む 

  ・外構撤去 

  ・電気設備撤去 

  ・給排水衛生設備撤去 

  ・空気調和設備撤去 

  ・アスベスト撤去(レベル２、レベル３) 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年１１月１６日まで 

発 注 方 法 単体発注 

仮 契 約 日 令和７年９月１６日 

入 札 参 加 者 数 ９者 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第７６号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 
 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 杉並区立中瀬中学校改築電気設備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区和泉二丁目２７番３１号 
大光・協電 建設共同企業体 
代表者 大光電気工業 株式会社 

代表取締役 鈴木 孝史 

原契約年月日 令和５年６月２０日 

原契約の金額 ３４４，５２０，０００円 

（内消費税額３１，３２０，０００円） 

変更後の金額 

４０８，３８６，０００円 
（内消費税額３７，１２６，０００円） 
 
 増減額  ６３，８６６，０００円 増額 
（内消費税額 ５，８０６，０００円） 
 増減率     １８．５３％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額    ３４９，７７８，０００円 

（内消費税額        ３１，７９８，０００円） 

増減額            ５，２５８，０００円 増額 

（内消費税額           ４７８，０００円） 

増減率                 １．５２％  増 

専決処分日 令和６年６月２４日 

 
第二回契約変更 

変更後の契約金額    ３７６，２３３，０００円 

（内消費税額        ３４，２０３，０００円） 

前回変更からの増減額    ２６，４５５，０００円 増額 

（内消費税額         ２，４０５，０００円 ） 

前回変更からの増減率          ７．５６％ 増 
 専決処分日   令和６年１０月２１日 
 

今回契約変更 

変更後の契約金額    ４０８，３８６，０００円 

（内消費税額        ３７，１２６，０００円） 

前回変更からの増減額    ３２，１５３，０００円 増額 

（内消費税額         ２，９２３，０００円 ） 

前回変更からの増減率          ８．５４％ 増 



変 更 理 由 

・東京都財務局電気設備工事積算標準単価表（令和６年４月１日付）

による週休２日単価適用のため（令和６年第３回定例会 報告第２

８号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため（令和６年第４回定例会 報告第３５号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となったため。 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年１月３０日まで 

仮 契 約 日 令和７年１０月２２日 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第７７号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 
 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 杉並区立中瀬中学校改築空気調和設備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区宮前一丁目２０番３２号 

松本・若林 建設共同企業体 

代表者 松本工業 株式会社 

代表取締役 松本 一郎 

原契約年月日 令和５年６月２０日 

原契約の金額 ４３２，０８０，０００円 

（内消費税額３９，２８０，０００円） 

変更後の金額 

４８８，５２１，０００円 
（内消費税額４４，４１１，０００円） 
 
 増減額  ５６，４４１，０００円 増額 
（内消費税額 ５，１３１，０００円） 
 増減率     １３．０６％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額      ４３７，６５７，０００円 

（内消費税額       ３９，７８７，０００円） 

増 減 額        ５，５７７，０００円 増額 

（内消費税額          ５０７，０００円） 

増 減 率             １．２９％  増 

専決処分日 令和６年６月２４日 

 
第二回契約変更 

変更後の契約金額      ４５５，９７２，０００円 

（内消費税額       ４１，４５２，０００円） 

前回変更からの増減額      １８，３１５，０００円 増額 

（内消費税額           １，６６５，０００円） 

前回変更からの増減率            ４．１８％ 増 

専決処分日   令和６年１０月２１日 
 

今回契約変更 

変更後の契約金額    ４８８，５２１，０００円 

（内消費税額        ４４，４１１，０００円） 

前回変更からの増減額    ３２，５４９，０００円 増額 

（内消費税額         ２，９５９，０００円 ） 

前回変更からの増減率          ７．１３％ 増 



変 更 理 由 

・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表（令和６年４月１日付）

による週休２日単価適用のため（令和６年第３回定例会 報告第３

０号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため（令和６年第４回定例会 報告第３７号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたほか、工期延長による経費の計上が必要となったため。 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年１月３０日まで 

仮 契 約 日 令和７年１０月２２日 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第７８号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 
 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 杉並区立富士見丘中学校改築電気設備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区堀ノ内三丁目２５番５号 

牧野・杉並 建設共同企業体 

代表者 牧野電設工業 株式会社 

代表取締役 牧野 光洋 

原契約年月日 令和５年６月２０日 

原契約の金額 ３６１，９００，０００円 

（内消費税額３２，９００，０００円） 

変更後の金額 

４２７，２１８，０００円 
（内消費税額３８，８３８，０００円） 
 
 増減額  ６５，３１８，０００円 増額 
（内消費税額 ５，９３８，０００円） 
 増減率     １８．０４％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額    ３６８，１０４，０００円 

（内消費税額     ３３，４６４，０００円） 

増 減 額      ６，２０４，０００円 増額 

（内消費税額        ５６４，０００円） 

増 減 率           １．７１％  増 

専決処分日 令和６年６月２４日 

 
今回契約変更 

変更後の契約金額    ４２７，２１８，０００円 

（内消費税額        ３８，８３８，０００円 

前回変更からの増減額    ５９，１１４，０００円 増額 

（内消費税額         ５，３７４，０００円 ） 

前回変更からの増減率         １６．０５％ 増 

変 更 理 由 

・東京都財務局電気設備工事積算標準単価表（令和６年４月１日付）

による週休２日単価適用のため（令和６年第３回定例会 報告第２

４号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため。 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年２月２７日まで 



仮 契 約 日 令和７年１０月２２日 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第７９号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 
 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 杉並区立富士見丘中学校改築空気調和設備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区上高井戸一丁目１３番３号 

新開・環境 建設共同企業体 

代表者 新開工業 株式会社 

代表取締役 森 隆 

原契約年月日 令和５年６月２０日 

原契約の金額 ２９５，９００，０００円 

（内消費税額２６，９００，０００円） 

変更後の金額 

３４１，４４０，０００円 
（内消費税額３１，０４０，０００円） 
 
 増減額  ４５，５４０，０００円 増額 
（内消費税額 ４，１４０，０００円） 
 増減率       １５．３９％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額    ２９９，７７２，０００円 

（内消費税額     ２７，２５２，０００円） 

増 減 額      ３，８７２，０００円 増額 

（内消費税額        ３５２，０００円） 

増 減 率           １．３０％  増 

専決処分日 令和６年６月２４日 

 
今回契約変更 

変更後の契約金額    ３４１，４４０，０００円 

（内消費税額        ３１，０４０，０００円 

前回変更からの増減額    ４１，６６８，０００円 増額 

（内消費税額         ３，７８８，０００円 ） 

前回変更からの増減率         １３．８９％ 増 

変 更 理 由 

・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表（令和６年４月１日付）

による週休２日単価適用のため（令和６年第３回定例会 報告第２

６号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため。 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年２月２７日まで 



仮 契 約 日 令和７年１０月２２日 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第８０号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 

 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 杉並区立富士見丘中学校改築給排水衛生設備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区桃井一丁目３番２号 

シンコー・ミナト 建設共同企業体 

代表者 シンコー・克明工業 株式会社 

代表取締役 吉田 香太郎 

原契約年月日 令和５年１０月１７日 

原契約の金額 ２４２，０００，０００円 

（内消費税額２２，０００，０００円） 

変更後の金額 

２７４，８７９，０００円 
（内消費税額２４，９８９，０００円） 
 
 増減額  ３２，８７９，０００円 増額 
（内消費税額 ２，９８９，０００円） 
 増減率       １３．５８％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額    ２４６，３８９，０００円 

（内消費税額     ２２，３９９，０００円） 

増 減 額      ４，３８９，０００円 増額 

（内消費税額        ３９９，０００円） 

増 減 率           １．８１％  増 

専決処分日 令和６年６月２４日 

 
今回契約変更 

変更後の契約金額    ２７４，８７９，０００円 

（内消費税額        ２４，９８９，０００円 

前回変更からの増減額    ２８，４９０，０００円 増額 

（内消費税額         ２，５９０，０００円 ） 

前回変更からの増減率         １１．５６％ 増 

変 更 理 由 

・東京都財務局機械設備工事積算標準単価表（令和６年４月１日付）

による週休２日単価適用のため（令和６年第３回定例会 報告第２

５号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため。 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年２月２７日まで 



仮 契 約 日 令和７年１０月２２日 

【問合せ先】営繕課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



（議案第８１号） 
 

議会の議決を経た契約の一部変更について 
 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 下高井戸おおぞら公園第二期整備工事 

契 約 の 相 手 方 

杉並区上高井戸三丁目５番１５号 
箱根・大場・勇和 建設共同企業体 
代表者 箱根植木 株式会社 

代表取締役 和田 新也 

原契約年月日 令和６年３月１９日 

原契約の金額 ８５２，５００，０００円 

（内消費税額７７，５００，０００円） 

変更後の金額 

９８９，２４５，４００円 
（内消費税額８９，９３１，４００円） 
 
 増減額 １３６，７４５，４００円 増額 
（内消費税額１２，４３１，４００円） 
 増減率       １６．０４％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額    ８７３，１０９，６００円 

（内消費税額     ７９，３７３，６００円） 

増 減 額     ２０，６０９，６００円 増額 

（内消費税額      １，８７３，６００円） 

増 減 率           ２．４２％  増 

専決処分日 令和６年４月２２日 

 
今回契約変更 

変更後の契約金額    ９８９，２４５，４００円 

（内消費税額        ８９，９３１，４００円 

前回変更からの増減額   １１６，１３５，８００円 増額 

（内消費税額        １０，５５７，８００円 ） 

前回変更からの増減率         １３．３０％ 増 

変 更 理 由 

・令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例

措置により、契約金額の変更を行ったため（令和６年第２回定例会 

報告第７号）。 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたほか、工期延長による経費及び工事内容や工程の変更に伴う経

費の計上が必要となったため。 



工 事 期 間 契約締結の翌日から令和８年８月３１日まで 

仮 契 約 日 令和７年１０月２４日 

【問合せ先】みどり公園課 内線１５６１  
経理課  内線１５３１ 

 



 

 

（議案第８２号）  

 

財産の処分について  

 

件 名 財産の処分について  

財 産 の 名 称 旧富士学園  

土地の所在地 

所 在 山梨県南都留郡忍野村忍草字膳棚２９９５番３   

       外７筆  

地 目 宅地及び雑種地  

面 積 １５，７８０．３０㎡  

建 物 の 概 要 

本 館 鉄筋コンクリート造２階建  

１階 ２，７１７．９５㎡  

２階   ９９８．４４㎡  

職員寮  鉄筋コンクリート造平家建  

        ８４．４２㎡  

売 却 の 方 法 一般競争入札  

売却の相手方  

台東区小島一丁目９番２号  

一般社団法人ＡＲＴ ＯＦ  ＬＩＶＩＮＧ  

代表理事  メタ・ナムニット  

売却予定価格   金２２０，１３６，１１１円  

仮 契 約 日  令和７年１０月２２日  

入札参加者数  ４者  

 

【問合せ先】  

経理課  内線１５３９  



 1 / 3 

 

（議案第８３号・８４号・８５号） 

 

 

令和７年度杉並区各会計補正予算 

 

今回の補正予算は長期継続契約に係る労務費の変動を反映した契約金額の変更に要する

経費のほか、保育施設・介護サービス事業所・障害者通所施設への物価高騰支援の延長に

係る経費などについて、新たな事情や緊急性の観点から計上するものです。 

 

 

１．議案第８３号 令和７年度杉並区一般会計補正予算（第４号）       

【概要】 

補正事業  ３６事業  １，１７６，９０５千円 

財源更正   １事業 

 

【歳出予算】 

(１)広聴活動                       ５７６千円 

(２)防災施設整備                 △ １７，４８２千円 

(３)杉並会館の維持管理                 ３，６５５千円 

(４)アニメの振興と活用                １，６２５千円 

(５)地域集会施設等維持管理             ２３，１４３千円 

(６)体育施設の維持管理                ２，５６０千円 

(７)消費者センター運営・維持管理            ３，２４０千円 

(８)就労支援                       ９４８千円 

(９)過誤納還付                   ４５，２１３千円 

(10)キャッシュレスポイント還元事業       △ ３４，７３１千円 

(11)生活困窮者等自立促進支援事業             ２１６千円 

(12)杉並福祉事務所の維持管理             ３，０４３千円 

(13)基幹相談支援センター等の維持管理           １７６千円 

(14)在宅医療・生活支援センターの維持管理          ３５１千円 

(15)障害児発達相談                    ５０２千円 

(16)児童青少年センター・児童館等の維持管理      １，３７８千円 

(17)介護保険事業者支援               ３２，０３１千円 

(18)日常生活支援サービス               １，１９８千円 

(19)地域包括支援センターの運営管理            １１７千円 

(20)障害者自立支援サービス            ５０８，６５９千円 

(21)障害者の日常生活支援               ３，７４４千円 

(22)医療的ケア児の相談支援体制の整備           ８３９千円 

(23)障害者の入所・通所施設の運営助成         ４，８６３千円 

(24)障害者グループホームの支援           １５，４７４千円 

(25)障害者手当等支給                 ９，２３４千円 

(26)ゆうゆう館等の維持管理                ４０７千円 
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(27)子どもの医療費助成               ９３，８６３千円 

(28)障害児通所給付                ３４０，０００千円 

(29)見守り強化事業                  １，３７０千円 

(30)保育所等物価高騰緊急対策事業          ３６，５２９千円 

(31)出産・子育て応援事業              ５４，９０４千円 

(32)保育施設の維持管理                   ８１千円 

(33)母子に関する相談・講座等            ３０，９６２千円 

(34)擁壁の安全対策                  ２，４２０千円 

(35)公園の維持管理                  ４，７５４千円 

(36)ワンウェイプラスチック使用削減に向けた取組の推進   １，０４３千円 

 

【歳入予算】   

○特別区税                    １３６，６９３千円 

○国庫支出金                   ４６３，０８０千円 

○都支出金                     ３５６，９９６千円 

○財産収入                    ２２０，１３６千円 

 

【債務負担行為】 

〇追加                          （単位：千円） 

№ 事  項 期  間 限 度 額 

１ 
防災施設整備（成田西第三災害備蓄倉庫整

備工事） 
令和８年度まで 21,000 

２ 
指定管理者制度による勤労福祉会館の管理

運営 
令和 12年度まで 361,000 

３ 
指定管理者制度による西荻地域区民センタ

ーの管理運営 
令和 12年度まで 411,000 

４ 
指定管理者制度による西荻南区民集会所の

管理運営 
令和８年度まで 31,000 

５ 
保育園運営（井草保育園ほか５園調理業務

委託・善福寺保育園ほか４園用務業務委託） 
令和８年度まで 211,000 

６ 
子供園運営（下高井戸子供園調理業務委託・

用務業務委託） 
令和８年度まで 35,000 

７ 

指定管理者制度による有料制自転車駐車場

の管理運営（高円寺・南阿佐ヶ谷・新高円寺

エリア） 

令和 12年度まで 290,000 

８ 道路の路面改良 令和８年度まで 995,000 

９ 狭あい道路拡幅整備 令和８年度まで 80,000 

10 小学校の運営管理（校庭地表金属物調査） 令和８年度まで 21,000 

11 中学校の運営管理（校庭地表金属物調査） 令和８年度まで 12,000 
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２．議案第８４号 令和７年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

【概要】 

補正事業 １事業    ３０，１８４千円 

【歳出予算】 

○国民健康保険一般事務               ３０，１８４千円 

【歳入予算】 

○国庫支出金                    ３０，１８４千円 

 

 

３．議案第８５号 令和７年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算（第２号） 

【概要】 

補正事業 １事業    １６，９６０千円 

【歳出予算】 

○後期高齢者医療一般事務              １６，９６０千円 

【歳入予算】 

○国庫支出金                    １６，９６０千円 

 


